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【議案（令和５年度 条例その他） 定県第148号議案】 

 

20 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

神奈川県建築基準条例の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもので

ある。 

 

(2) 改正の内容 

ア 神奈川県手数料条例の一部改正に伴う手数料項目の名称の変更（別

表の２ 手数料の表13の項関係） 

(ｱ) 大麻取扱者免許申請手数料 

(ｲ) 大麻取扱者登録変更手数料 

(ｳ) 大麻取扱者免許証再交付手数料 

イ 神奈川県建築基準条例の一部改正に伴う手数料項目の新設（別表の

２ 手数料の表20の項関係） 

(ｱ) 建築物の敷地と道路との関係の制限の適用を受けない既存不適格

建築物の大規模の修繕等に係る認定申請手数料 

(ｲ) 道路内における建築制限の適用を受けない既存不適格建築物の大

規模の修繕等に係る認定申請手数料 

 

(3) 施行期日及び経過措置 

ア 施行期日 

令和６年４月１日。ただし、(3)イ(ｱ)については公布の日、(2)ア

及び(3)イ(ｲ)については公布の日から９月を超えない範囲内において

規則で定める日。 

  イ 経過措置 

(ｱ) 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例（令和６年神奈川県条

例第149号）附則第２項の規定により徴収する大麻草採取栽培者免

許申請手数料は、施行の日前においても、改正後の別表の２ 手数

料の表13の項の規定の例により、証紙による収入の方法により徴収

する。この場合において、同項中「神奈川県手数料条例第２条」と

あるのは、「神奈川県手数料条例の一部を改正する条例（令和６年

神奈川県条例第149号）附則第２項」とする。 

(ｲ) 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例附則第３項の規定に

よりなお従前の例によることとされる手数料については、改正後の
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別表の２ 手数料の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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【議案（令和５年度 条例その他） 定県第149号議案】 

 

21 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に伴い、猟銃

の操作及び射撃の技能に関する講習手数料の額を改定するなど、所要の

改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

ア 本庁機関の再編に伴う改正 

    局の名称について、規定の整備を行う。（別表の３ 国際文化観光

局関係） 

  イ 大麻取締法の一部改正に伴う改正 

    手数料の名称等について、規定の整備を行う。（別表の６ 健康医

療局関係） 

ウ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う改正 

(ｱ) 政令に規定されている手数料の標準額の見直しを踏まえ、手数料

の額を改定する。（別表の10 公安委員会関係） 

(ｲ) 政令に規定されている手数料の一部が削除等されることから、関

係する規定を削除等する。（別表の10 公安委員会関係） 

 

(3) 施行期日、経過措置、収入証紙に関する条例及び神奈川県手数料条例

の一部を改正する条例の一部改正 

ア 施行期日 

令和６年４月１日。ただし、(3)イ(ｱ)については公布の日、 (2)イ

及び(3)イ(ｲ)については、公布の日から９月を超えない範囲内におい

て規則で定める日。 

  イ 経過措置 

(ｱ) 知事は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第84号）附則第６条の規定に基づく同法第１

条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和23

年法律第124号）第５条第１項の規定の例による大麻草採取栽培者

の免許の申請があったときは、施行の日前においても、改正後の別

表の６ 健康医療局関係の表８の項の規定の例により大麻草採取栽

培者免許申請手数料を徴収する。この場合において、同項中「大麻
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草の栽培の規制に関する法律（昭和23年法律第124号）第５条第１

項の規定に基づく」とあるのは、「大麻取締法及び麻薬及び向精神

薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号）附則第６条

の規定に基づく同法第１条の規定による改正後の大麻草の栽培の規

制に関する法律（昭和23年法律第124号）第５条第１項の規定の例

による」とする。 

(ｲ) 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律附

則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法

第１条の規定による改正前の大麻取締法（昭和23年法律第124号）

第10条第５項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更及び同条

第６項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付に係る手数料につ

いては、なお従前の例による。 

ウ 収入証紙に関する条例の一部改正 

別表の２ 手数料の表29の項中「警備業認定証再交付手数料」を削

り、「警備業認定証更新申請手数料」を「警備業認定更新申請手数料」

に改め、「警備業認定証書換え手数料」、「自動車運転代行業認定証

再交付手数料」、「自動車運転代行業認定証書換え手数料」、「探偵

業開始届出証明書交付手数料」、「探偵業変更届出証明書交付手数料」

及び「探偵業届出証明書再交付手数料」を削る。 

エ 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正 

附則第３項中「改正後の別表の３ 国際文化観光局関係の表」を

「別表の３ 文化スポーツ観光局関係の表」に改める。 
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【議案（令和５年度 条例その他） 定県第166号議案】 

22 不動産の処分の内容 

(1) 目的

元相模原総合高等学校について、県自らの利用の計画がなく、地元市

に取得の意向があるため、売却するものである。 

(2) 売却物件

土地

所在地 相模原市緑区大島字上台1121番44ほか19筆 

地 積 45,736.77平方メートル 

地 目 学校用地ほか 

(3) 売却予定金額

６億4,846万7,922円

(4) 売却の相手方

相模原市中央区中央２丁目11番15号

相模原市 

市長 本 村 賢太郎 
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